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収
入
印
紙
及
び
自
動
車
重
量
税
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
収
入
印
紙
及
び
自
動
車
重
量
税
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
（
郵
便
切
手
類
販
売
所

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
（
郵
便
切
手
類
販
売
所

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

販
売
者
等
（
以
下
「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

販
売
者
等
（
以
下
「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受
け
た
日
及
び
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四

に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受
け
た
日
及
び
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
「
受
託

年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
「
受
託

者
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
郵
便
切
手
類
販

者
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
郵
便
切
手
類
販

売
所
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い

売
所
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い

受
け
た
日
を
含
む
。
）
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
財
務
大
臣
に

受
け
た
日
を
含
む
。
）
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
財
務
大
臣
に

対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事

対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事

務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当

務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当

該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い

該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い

に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」
と

に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」
と

い
う
。
）
を
収
入
印
紙
に
係
る
も
の
は
一
般
会
計
に
、
自
動
車
重
量
税
印
紙
に

い
う
。
）
を
収
入
印
紙
に
係
る
も
の
は
一
般
会
計
に
、
自
動
車
重
量
税
印
紙
に

係
る
も
の
は
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

係
る
も
の
は
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
三
・
二
四
に
相

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
三
・
一
五
に
相

当
す
る
金
額

当
す
る
金
額

二

会
社
の
代
表
者
が
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
業
務
の
委
託
を
や
め
た

二

会
社
の
代
表
者
が
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
業
務
の
委
託
を
や
め
た

販
売
者
等
、
受
託
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
買
い
戻

販
売
者
等
、
受
託
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
買
い
戻

し
た
印
紙
に
表
さ
れ
た
金
額
（
買
い
戻
し
に
係
る
も
の
が
二
枚
以
上
の
と
き

し
た
印
紙
に
表
さ
れ
た
金
額
（
買
い
戻
し
に
係
る
も
の
が
二
枚
以
上
の
と
き

は
、
そ
の
合
計
額
）
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

は
、
そ
の
合
計
額
）
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
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満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
の
合
計
額

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
の
合
計
額

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

○
雇
用
保
険
印
紙
及
び
健
康
保
険
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
七
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月

の
末
日
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次

の
末
日
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次

に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た

に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た

報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売

報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売

り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当

り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当

す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
保
険
印
紙
に
係
る
も
の

す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
保
険
印
紙
に
係
る
も
の

は
労
働
保
険
特
別
会
計
の
徴
収
勘
定
に
、
健
康
保
険
印
紙
に
係
る
も
の
は
年
金

は
労
働
保
険
特
別
会
計
の
徴
収
勘
定
に
、
健
康
保
険
印
紙
に
係
る
も
の
は
年
金

特
別
会
計
の
健
康
勘
定
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
別
会
計
の
健
康
勘
定
に
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
五
・
四
に
相
当

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
五
・
二
五
に
相

す
る
金
額

当
す
る
金
額

二

会
社
の
代
表
者
が
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
か
ら
買
い
戻
し
た
印
紙

二

会
社
の
代
表
者
が
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
か
ら
買
い
戻
し
た
印
紙

の
金
額

の
金
額

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

○
特
許
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行
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（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

（
印
紙
代
金
の
納
付
等
）

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
（
郵
便
切
手
類
販
売
所

第
五
条

会
社
の
代
表
者
は
、
印
紙
を
売
り
さ
ば
い
た
日
（
郵
便
切
手
類
販
売
所

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

販
売
者
等
（
以
下
「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

販
売
者
等
（
以
下
「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受
け
た
日
及
び
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四

に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受
け
た
日
及
び
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
二
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
「
受
託
者

年
法
律
二
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
「
受
託
者

」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
郵
便
切
手
類
販
売

」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
郵
便
切
手
類
販
売

所
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受

所
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
か
ら
印
紙
を
買
い
受

け
た
日
を
含
む
。
）
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣

け
た
日
を
含
む
。
）
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣

に
対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る

に
対
し
て
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
金
額
及
び
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、

事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、

当
該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱

当
該
売
り
さ
ば
き
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
事
務
の
取
扱

い
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」

い
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
納
付
金
額
」

と
い
う
。
）
を
特
許
特
別
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
。
）
を
特
許
特
別
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
三
・
二
四
に
相

一

会
社
の
代
表
者
が
売
り
さ
ば
い
た
印
紙
の
金
額
の
百
分
の
三
・
一
五
に
相

当
す
る
金
額

当
す
る
金
額

二

会
社
の
代
表
者
が
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
業
務
の
委
託
を
や
め
た

二

会
社
の
代
表
者
が
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
業
務
の
委
託
を
や
め
た

販
売
者
等
、
受
託
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
買
い
戻

販
売
者
等
、
受
託
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
買
い
戻

し
た
印
紙
に
表
さ
れ
た
金
額
（
買
い
戻
し
に
係
る
も
の
が
二
枚
以
上
の
と
き

し
た
印
紙
に
表
さ
れ
た
金
額
（
買
い
戻
し
に
係
る
も
の
が
二
枚
以
上
の
と
き

は
、
そ
の
合
計
額
）
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

は
、
そ
の
合
計
額
）
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
の
合
計
額

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
の
合
計
額

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


